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              会長  菅野 和夫 殿  

 
 

下記の事項について、貴会の意見を求める。 
 

記 
 
 
１ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 

 
２ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱 
 
 
 
平成１７年１２月１５日 
 
 

          厚生労働大臣 川崎 二郎 

資料１ 
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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
の
額
等

一

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
の
単
価
（
在
宅
就
業
単
位
調
整
額
）
に
つ
い
て
は
、
二
万
一
千
円
と
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

二

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
評
価
基
準
月
数
に
つ
い
て
は
、
三
月
と
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

三

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
評
価
額
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
三
十
五
万
円
と
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

第
二

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
登
録

一

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
欠
格
事
由
の
対
象
と
な
る
労
働
関
係
法
律
の
規
定
は
、
職
業
安
定
法
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の

適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
罰
則
に
係
る
規
定
等
と
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

二

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
登
録
更
新
期
間
は
、
三
年
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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第
三

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
申
請
期
間
の
改
正

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
申
請
期
間
は
、
各
年
度
ご
と
に
年
度
の
初
日
か
ら
四
十
五
日
以
内
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

第
四

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

精
神
障
害
者
に
関
す
る
雇
用
義
務
等
の
特
例

雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
〇
・
五
人
と

算
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

在
宅
就
業
障
害
者
支
援
制
度
の
対
象
と
な
る
場
所

在
宅
就
業
障
害
者
支
援
制
度
の
対
象
と
な
る
場
所
は
、
自
宅
の
ほ
か
、
障
害
者
が
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設

及
び
設
備
を
有
す
る
場
所
、
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
等
が
行
わ
れ
る
場
所
並
び
に
障

害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
て
必
要
な
職
業
準
備
訓
練
が
行
わ
れ
る
場
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
と
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
直
接
発
注
を
行
っ
た
事
業
主
の
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
場
所
は
、

対
象
と
な
る
場
所
か
ら
除
く
こ
と
と
す
る
こ
と
（
在
宅
就
業
支
援
団
体
を
通
じ
て
在
宅
就
業
障
害
者
に
発
注
を
行
っ
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
）
。

第
三

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
額

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
単
価
（
単
位
報
奨
額
）
は
、
一
万
七
千
円
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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第
四

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
支
給
申
請
期
間
等

一

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
支
給
申
請
期
間

イ

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
の
支
給
申
請
期
間
は
、
各
年
度
ご
と
に
年
度
の
初
日
か
ら
四
十
五
日
以
内
と
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

ロ

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
支
給
申
請
期
間
は
、
各
年
度
ご
と
に
七
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

二

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
支
給
期
間

在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
及
び
在
宅
就
業
特
例
報
奨
金
の
支
給
期
間
は
、
十
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

支
給
申
請
手
続
の
一
括
化

障
害
者
雇
用
調
整
金
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
の
申
請
書
の
提
出
は
、
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
書
の
提

出
と
同
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
申
請
書
の
提
出
は
、
報
奨
金
の
申

請
書
の
提
出
と
同
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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第
五

事
業
主
に
よ
る
在
宅
就
業
契
約
の
締
結
等
に
係
る
基
準

事
業
主
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
、
在
宅
就
業
契
約
の
締
結
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
す
る
就
業

機
会
の
提
供
、
業
務
の
対
価
の
支
払
い
等
の
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

在
宅
就
業
契
約
の
締
結
に
際
し
て
は
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
十
分
に
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て

そ
の
家
族
に
対
し
て
十
分
に
説
明
を
行
う
こ
と
。

二

在
宅
就
業
障
害
者
と
の
在
宅
就
業
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
書
面
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
書
を
保
存

す
る
と
と
も
に
、
当
該
契
約
書
に
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
支
払
う
金
額
、
在
宅
就
業
障
害
者
が
在
宅
就
業
契
約
を
履

行
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
取
扱
い
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

三

継
続
的
に
就
業
機
会
を
提
供
し
て
い
る
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
就
業
の
機
会
を
打
ち
切
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
予
告
す
る
こ
と
。

四

業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
、
在
宅
就
業
障
害
者
の
手
帳
の
写
し
等
の
保
存
等
を
行
う
こ
と
。

第
六

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
業
務

一

業
務
運
営
基
準
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在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
運
営
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
、
業
務
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

事
業
主
と
の
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
書
面
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
書
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、

当
該
契
約
書
に
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
（
事
業
主
か
ら
の
発
注
額
の
う
ち
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
金

額
の
総
額
）
の
予
定
額
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

ロ

在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
初
め
て
支
援
を
行
う
際
に
、
支
援
内
容
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
す
る
支
援
業
務
に
要

す
る
経
費
の
額
の
設
定
基
準
等
を
明
示
す
る
こ
と
。

ハ

在
宅
就
業
契
約
の
締
結
に
際
し
て
は
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
十
分
に
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ

て
そ
の
家
族
に
対
し
て
十
分
に
説
明
を
行
う
こ
と
。

ニ

在
宅
就
業
障
害
者
と
の
在
宅
就
業
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
書
面
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
書
を
保

存
す
る
と
と
も
に
、
当
該
契
約
書
に
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
支
払
う
金
額
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
す
る
支
援
業

務
に
要
す
る
経
費
の
額
、
在
宅
就
業
障
害
者
が
在
宅
就
業
契
約
を
履
行
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
取
扱
い
等
を
記
載
す
る

こ
と
。
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ホ

継
続
的
に
就
業
機
会
を
提
供
し
て
い
る
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
就
業
の
機
会
を
打
ち
切
ろ
う
と
す
る
と
き
は

、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
予
告
す
る
こ
と
。

ヘ

業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
、
健
康
確
保
措
置
の
実
施
、
能
力
開
発
機
会
の
付
与
、
在
宅
就
業
障
害
者
の

手
帳
の
写
し
等
の
保
存
等
を
行
う
こ
と
。

二

発
注
証
明
書

在
宅
就
業
支
援
団
体
が
事
業
主
に
対
し
て
交
付
す
る
発
注
証
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

事
業
主
が
在
宅
就
業
支
援
団
体
に
対
し
て
支
払
っ
た
金
額

ロ

在
宅
就
業
対
価
相
当
額
（
事
業
主
か
ら
の
発
注
額
の
う
ち
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
金
額
の
総
額
）

ハ

在
宅
就
業
支
援
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
支
払
っ
た
金
額

ニ

在
宅
就
業
障
害
者
の
氏
名
、
就
業
場
所
及
び
業
務
内
容

ホ

在
宅
就
業
障
害
者
が
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
事
項
等

三

業
務
規
程
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在
宅
就
業
支
援
団
体
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

在
宅
就
業
障
害
者
に
対
す
る
支
援
業
務
の
実
施
方
法

ロ

在
宅
就
業
障
害
者
に
対
す
る
支
援
業
務
に
要
す
る
経
費
の
算
定
方
法

ハ

業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

ニ

業
務
に
関
す
る
書
類
及
び
帳
簿
の
保
存
に
関
す
る
事
項
等

四

定
期
報
告

在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
毎
年
、
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
五
月
十
五
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

在
宅
就
業
支
援
団
体
が
行
う
支
援
の
業
務
の
具
体
的
な
内
容

ロ

在
宅
就
業
支
援
団
体
が
継
続
的
に
支
援
業
務
を
行
っ
て
い
る
在
宅
就
業
障
害
者
の
人
数

ハ

支
援
業
務
を
実
施
す
る
従
事
経
験
者
及
び
専
任
の
管
理
者
の
氏
名

ニ

事
業
主
か
ら
の
受
注
総
額
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
す
る
発
注
総
額

ホ

在
宅
就
業
障
害
者
に
対
す
る
支
援
業
務
に
要
す
る
経
費
総
額
等
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五

そ
の
他

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
登
録
手
続
、
在
宅
就
業
支
援
団
体
の
休
廃
止
に
係
る
手
続
、
在
宅
就
業
支
援
団
体
が
保
存
す
る

帳
簿
の
記
載
事
項
等
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
七

助
成
金
に
係
る
改
正

一

助
成
金
の
支
給
対
象
と
な
る
精
神
障
害
者
の
範
囲
の
拡
大

精
神
障
害
者
の
う
ち
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
支
給
対
象
障
害
者

に
加
え
て
、
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
に
基
づ
く
助
成
金
の
支
給
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

現
行
で
は
、
精
神
障
害
者
の
う
ち
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
係
る
者
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

（注）
職
場
復
帰
の
た
め
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
等
が
、
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
に

基
づ
く
助
成
金
の
支
給
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

二

障
害
者
能
力
開
発
助
成
金
の
支
給
業
務
の
対
象
の
拡
大

障
害
者
能
力
開
発
助
成
金
の
支
給
業
務
の
対
象
に
、
グ
ル
ー
プ
就
労
訓
練
（
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
が
事
業
所
で
就
労
す

る
こ
と
を
通
じ
て
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
主
等
を
加
え
る
も
の
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と
す
る
こ
と
。

三

障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
助
成
金
の
支
給
業
務
の
対
象
の
拡
大

障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
助
成
金
の
支
給
業
務
の
対
象
に
、
業
務
を
行
う
た
め
の
施
設
等
の
更
新
を
行
う
障
害
者
雇

用
支
援
セ
ン
タ
ー
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
八

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
九

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
七
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
四
の
三
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。


